
別紙２ 

令和５年度「ICT による地域課題の解決マッチング会」 

地域課題公募要領 

 

１．目的  

多くの地域において、解決すべき様々な地域課題が山積しており、デジタル技術を活

用した解決が期待されています。   

さらに、新型コロナウィルス感染症の対応等により、様々な分野でデジタル化の遅れ

などの課題が一層浮き彫りになったところです。 

地域における地方創生の主要な推進主体である地方公共団体において、デジタル技術

の活用を進めていくことが地域のデジタル・トランスフォーメーション（DX）※１推進に

不可欠です。 

しかし、地方公共団体においては、デジタル技術を活用した地域課題の解決を図るこ

とのできるデジタル人材が不足している等の理由により、概して地域における DX は遅

れているのが実情です。 

上記の状況を踏まえ、東海総合通信局では、東海地域の地方公共団体が抱える地域課

題を ICT(デジタル技術)により解決することを目的に、地方公共団体が抱える地域課題

に対し、企業・大学等から ICT による課題解決案を提案してもらう「ICT による地域課

題の解決マッチング会」（以下「マッチング会」という。）の開催を図ることとします。 

※１ ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 

 

２．開催イメージ 

① まず東海４県（岐阜、静岡、愛知、三重）の地方公共団体から地域課題を公募

し、提出された地域課題を確認の上、東海総合通信局にて取りまとめます。 

② 上記①で提出された地域課題について、ICT を活用した課題解決案を企業や大学

などから公募し、提出された課題解決案を確認の上、東海総合通信局にて取りまと

めます。 

③ 地域課題の提出のあった地方公共団体に対して、上記②で応募のあった課題解決

案を東海総合通信局が提示し、地方公共団体がマッチング会の開催に同意したもの

について、双方で意見交換等を行うマッチング会を東海総合通信局が日程、開催方

法を調整し開催します。 

  



 

３．今回の公募概要  

（１）公募対象  

東海４県（岐阜、静岡、愛知、三重）の地方公共団体 

（２）公募期間 

令和５年６月９日（金）～７月１０日（月） 

（３）公募する内容（地域課題・希望する提案内容） 

別紙１の地域課題参考例を参考としてください。 

 

４．応募方法 

以下の書類をメールでご提出ください 。メールの件名は「令和５年度地域課題公

募 ◯◯」（◯◯は地方公共団体名）としてください。（郵送・持ち込みは不要で

す。） 

ご提出いただいた「応募者名、分野、地域課題名、地域課題の内容、希望する提案

内容」は、企業や大学などから解決案を募る際に公表する予定です。公表可能な範囲

で記載をお願いします。なお、同一団体から複数の応募をしていただくことも可能で

す。 

＜提出書類＞  

・令和５年度「ICT による地域課題の解決マッチング会」地域課題応募書  

・その他補足資料（様式適宜） 

  ＜提出先＞ 

総務省東海総合通信局 情報通信振興課 

メール：tokai-shinko@soumu.go.jp 

 

５．今後のスケジュール（予定）  

・令和５年６月９日（金）～７月１０日（月） 地方公共団体からの地域課題の公募

（今回実施） 

 ・令和５年７月中旬～９月中旬        企業や大学などからの解決案の公募 

 ・令和５年９月中旬頃から順次「ICT による地域課題の解決マッチング会」を開催 

 

６．留意事項  

・提出いただく地域課題の内容によっては、公募の結果、課題解決案の応募がない場合

もあります。 

・課題解決案の公募の際、企業や大学などから地域課題の内容に関して問合せがある場

合があります。その際は、東海総合通信局にて質問事項を取りまとめ、別途、ご連絡

しますのでご対応願います。 

・マッチング会は非公開で実施します。 



 

・マッチング会の開催方法(対面・オンライン等)については、東海総合通信局、地域課

題を応募された地方公共団体、解決案を応募された企業・大学等の協議により決定し

ます。 

・地域課題に対する解決案については、あくまでも１つの提案となります。応募のあっ

た課題解決案の取扱いについては、地方公共団体に委ねられており、導入等に進むこ

とまで両者にお願いするものではありませんが、東海総合通信局から依頼があった場

合、地方公共団体は結果の報告にご協力ください。 

・導入等に進む案件があった場合、東海総合通信局が対外公表することにご協力くださ

い。また、地方公共団体が対外公表する場合は、「ICT による地域課題の解決マッチン

グ会」の案件であることを明記いただけると幸いです。 

・導入等に進むことになった案件について、東海総合通信局から支援施策等の助言を行

う場合はありますが、補助金等の採択をお約束するものではありません。 

  

７．問合せ先 

東海総合通信局 情報通信振興課 

 電 話：０５２－９７１－９４０５ 

メール：tokai-shinko@soumu.go.jp 

 

 

 


